
第４１号議案 

一宮市学校給食審議会委員の委嘱について 

一宮市学校給食審議会委員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議に付します。 

平成２８年６月２９日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

選出団体役員改選のため、一宮市学校給食審議会設置要綱第２条及び第３条の規定により本

案を提出します。 



１．一宮市学校給食審議会委員 委嘱候補者 

氏  名 備   考 
新任 

再任 

井上
いのうえ

 文男
ふみ お 学識経験者 

一宮市議会経済教育委員会委員長就任のため 
新 

加藤
かとう

  徹
とおる 教育関係者 

一宮市小中学校長会会長就任のため 
新 

近藤
こんどう

 眞
ま

奈美
な み 教育関係者 

一宮市小中学校長会給食委員会委員長就任のため 
新 

橋本
はしもと

 順子
じゅんこ 教育関係者 

食育・給食主任就任のため 
新 

伊藤
いとう

 洋史子
よ し こ 教育関係者 

食育・給食主任就任のため 
新 

栗田
くりた

 好子
よし こ 教育関係者 

学校栄養職員 
新 

神崎
かんざき

 かをり 

教育関係者 

一宮市小中学校ＰＴＡ連絡協議会母親代表会 

書記就任のため

新 

川端
かわばた

 友紀子
ゆ き こ

教育関係者 

（元一宮市小中学校ＰＴＡ連絡協議会母親代表会

理事） 

再 

２．委嘱期間 

平成２８年６月２９日から平成２９年３月３１日まで 
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                                 第４２号議案 

一宮市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について 

一宮市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議に

付します。 

平成２８年６月２９日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

一宮市スポーツ推進委員に関する規則第４条第２項の規定に基づく欠員補充のため、ス

ポーツ基本法第３２条第１項の規定及び一宮市スポーツ推進委員に関する規則第４条第１

項の規定により本案を提出します。 
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１．一宮市スポーツ推進委員 解嘱該当者 

（解嘱日 平成２８年５月３１日） 

氏   名 備    考 

野田
の だ

 謙
けん

次
じ

平成２８年５月２０日付

で辞任届が提出されたた

め 

２．一宮市スポーツ推進委員 委嘱候補者 

氏   名 備    考 
新任

再任 

安達
あだ ち

 彦也
ひこなり

新 

３．委嘱期間 

  平成２８年７月１日から平成３０年３月３１日 

＊一宮市スポーツ推進委員に関する規則第４条第１項の規定に基づく前任者の残任期

間 



スポーツ基本法（平成23年法律第78号）（条文）【抜粋】 

第四章 スポーツの推進に係る体制の整備 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町

村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則（特

定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツの推

進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他

スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

附則 

（スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第十九条第一項の規定により

委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第三十二条第一項の規定により

委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。 



○一宮市スポーツ推進委員に関する規則【抜粋】 

昭和37年2月20日 

教委規則第1号 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポ

ーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平23教委規則4・一部改正) 

(職務) 

第2条 スポーツ推進委員は、一宮市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項

について、次の職務を行う。 

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。 

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。 

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力

すること。 

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ

協力すること。 

(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。 

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。 

(平23教委規則4・一部改正) 

(定数) 

第3条 スポーツ推進委員の定数は、117名以内とする。 

(平17教委規則27・平22教委規則6・平23教委規則4・一部改正) 

(任期) 

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中におい

てもスポーツ推進委員を解嘱することができる。 

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。 





１．一宮市教育委員会指定管理者にかかる実績評価委員会委員　委嘱候補者

（地域文化広場・市民会館）

氏　　名 備　考
新任
再任

なか　の　かず　お

中　野　和　雄
 一宮市教育長 再

わき　だ  かね やす

脇　田　兼　康
一宮市図書館長 再

い　とう　　　てつ

伊　藤　　　哲
 公認会計士 再

う つ き　　　やすし

宇都木　　　寧
 弁護士 再

こん どう　く　　み

近　藤　久　美
 修文大学
 短期大学部教授

再

さ う だ　 み き こ

左右田　三樹子
 施設利用者代表
（一宮市民会館）

新

ふ　　わ 　　ひろし

不　破　　　皓
 施設利用者代表
（尾西市民会館）

再

うえ だ   　　  こ

植　田　れい子
 施設利用者代表
（地域文化広場）

新

か　とう　かず　こ

加　藤　和　子
 施設利用者代表
（地域文化広場）

再

（一宮スポーツ文化センター等、アイプラザ一宮）

氏　　名 備　考
新任
再任

なか　の　かず　お

中　野　和　雄
 一宮市教育長 再

中　野　和　雄
 一宮市教育長 再

わき　だ  かね やす

脇　田　兼　康
一宮市図書館長 再

い　とう　　　てつ

伊　藤　　　哲
 公認会計士 再

う つ き　　　やすし

宇都木　　　寧
 弁護士 再

こん どう　く　　み

近　藤　久　美
 修文大学
 短期大学部教授

再

かわ うら　かつ まさ

川　浦　勝　正

 施設利用者代表
（一宮スポーツ文化
　センター）

再

い　とう  すず  こ

伊　藤　鈴　子
 施設利用者代表
（一宮スポーツ文化
　センター）

再

た　なか　た も つ

田　中　多茂津
 施設利用者代表
（スケート場）

再

ふ　　わ　ひとし

不　破　　均
 施設利用者代表
（アイプラザ一宮）

再



（スポーツ施設、体育館施設等）

氏　　名 備　考
新任
再任

すぎ やま　ひろ ゆき

杉　山　弘　幸
 一宮市
 教育文化部長

再

の　　だ　しん　ご

野　田　眞　吾
 一宮市
 教育文化部次長

再

うす  い  たか よし

臼　井　孝　嘉  公認会計士 再

たか　ぎ　みち ひさ

髙　木　道　久
 弁護士 再

きく　ち　ひで　お

菊　池　秀　夫
 中京大学
スポーツ科学部教授

再

まえ しま　ひろ　し

前　島　弘　嗣
 施設利用者代表
(光明寺公園球技場)

再

たか はし　 みさこ

高　橋  美佐子
 施設利用者代表
（温水プール）

再

 いけ  だ　    かおり

池　田  　　香
 施設利用者代表
（尾西ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）

再

すず  き　れい　こ

鈴　木　玲　子
 施設利用者代表
（木曽川体育館）

新

２．委嘱期間

　　平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日




















